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～約束手形～ 

 

 

 

 

 

◆手形 

・何種類ある？ 

  … 2 種類あります！「約束手形」「為替手形」です。 

・どうやったら使える？ 

  …当座預金を開設していれば、使えます。 

・いつお金を支払ったり、受取ったりできる？ 

  …短くて 1 ヶ月～2 ヶ月後です。それより長ければ 3 ヶ月以上先に設定もできます！ 

・「買掛金」との違いは？ 

  …銀行を通して行うので、信用問題や強制力が「買掛金」よりもさらに強いです。 

・［決済］って何？ 

  …手形に記載されている額面金額が支払期日に当座預金等で支払われることをいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 手形のところまできましたね！ 

まずは手形が、どういうものかということを簡単に触れてから、内容

に入っていきましょう！ 

N社 

¥５２０，０００ 

Y社 

阪下 龍馬 

支払期日平成 27 年 5 月 20 日 

支払地 高知県高知市 

支払場所 岬銀行海辺支店 

平成 27 年 3 月 20 日 

高知県高知市〇×町 2 丁 51-19 

高知 1301 

0123-456 
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 約束手形の登場人物と関係性をイメージ図にすると、このような感じです。 

 

    ※手紙をイメージして、見て下さい。 

 

  

 

  

 

 

 

 【Y 社】                           【N 社】 

振出人＝支払う側→支払手形【負債】        受取人＝(お金を)受け取れる側→受取手形【資産】 

 

 

なんとなくイメージは沸きましたか？ 

では、このままこの図を使って、確認をしていきましょう。 

 

 

 

～振り出したとき～(支払う側) 

【例 1】3/20Y 社は、N 社より商品 520,000 円を仕入れ、代金は約束手形を振り出して支払った。 

 

             仕 入 520,000 / 支払手形 520,000 

 

 

 

～受け取ったとき～(お金を受け取れる側) 

【例 2】3/20 N 社は、Y 社に商品 520,000 円を売上げ、代金は約束手形を受け取った。 

 

            受取手形 520,000 / 売 上 520,000 

 

 

 

約束手形 

 

N 社さんへ 

 

5/20 までに、520,000 円をお支払い 

します。 

          Y 社より 

 

 

 

 

  人) 

 

5 月 20 日までに 520,000 円を支払いま

す。 

 

 

約束手形 

 

Y 社 
N 社 
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～決済されたとき(振り出した側の処理)～ 

【例 3】5/20 Y 社は、かねて N 社に振り出していた約束手形 520,000 円の支払期日となり、 

    取引銀行より当座預金口座から支払いが行われたとの通知を受けた。 

 

          支払手形 520,000/ 当座預金 520,000 

 

 

 

～決済されたとき(受け取った側の処理)～ 

【例 4】5/20 N 社はかねて Y 社から受け取っていた約束手形 520,000 円の支払期日となり、 

    取引銀行より当座預金口座から入金があったとの通知を受けた。 

 

            当座預金 520,000/ 受取手形 520,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「受取手形」「支払手形」勘定は、商品売買の時にしか使いませ

ん。商品以外のもので手形を使用する場合は「営業外支払(受取)

手形」という勘定科目になります。日商簿記 2 級で出てきます。 
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～電子記録債権(債務)～ 

電子記録債権？ 

電子記録債権とは、手形のデメリットを克服したものです。 

 

手形のデメリット？ 

＊紙片なので紛失や盗難に遭う可能性がある(火事なんかあった時には燃えてしまいます。汗) 

＊事務処理の手間がかかる 

＊印紙代がかかる(印紙代もバカになりませんからね・・・) 

など 

 

詳しく知りたい方は、「でんさいネット」で検索してみてください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆キーワード 

 「振り出した、受け取った」→「取引銀行を通じて発生記録を行った」「発生記録の通知が届いた」など  

「満期日を迎えた。決済した。引き落とされた」→「精算」「払い込みを行なった」 など 

 

 

では、処理方法を確認してみましょう！ 

 

 

 

 

 

 

「受取手形→電子記録債権【資産】」「支払手形→電子記録債務【負債】」にかわるだけ

ですよ。手形の電子版と思ってください！ 
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N 社(売主) 取  引 Y 社(買主) 

 

売掛金 1,000/売上 1,000 

Y 社は、N 社より商品 1,000 円を仕入

れ、代金は掛けとした。 

 

仕入 1,000/買掛金 1,000 

 

電子記録債権 1,000/売掛金 1,000 

N社はY社に対する買掛金について、

電子記録債務を用いることとした。 

取引銀行より債務の発生記録をおこ

なった。 

 

買掛金 1,000/電子記録債務 1,000 

 

当座預金 1,000/電子記録債権 1,000 

Y 社は、電子記録債務について取引銀

行の当座預金から N 社の当座預金に

払い込みを行った。 

 

電子記録債務 1,000/当座預金 1,000 

 

 

 
電子記録債権の発生方式は 2 つあります。 

① 「債務者請求方式」 

② 「債権者請求方式」 

フリーテキスト講座では、①「債務者請求方式」という方法のみご紹介しました。 


